
件

現 況 地 目

及び面積等 32.17 nfの持分32948/77632

接面道路

の 状 況

下記参考事項相のとおり

法第 16条 千葉市都市景観条例 都市再生特別措置法第 108条 (立地適正化計画) 千葉県建築基準
法施行条例 (路地状敷地)

*別葉「補足説明事項」参照

に関する事項

特別負担の有無供 給 処

施設の概

施 設 整 備 状 況

・越境物の状況については 1概要図」のとおりである。
・本地の越境の状況には、越境物又は工作物に関する「確認書 (5件 )」 がある。
。本地は、建築基準法上の道路に接面していないため、原則として建物建築はできない。ただし、建築基準法第43条

第2項第2号に基づく許可を得た場合は、建物建築が可能である。
・本地の前面道路は私道であり他にも所有者がいるため、使用及び掘削する場合は、他の道路所有者の同意が必要で

ある。
・公営水道、公共下水道及び都市ガスは、北東方市道に配管されている。
。本地は、立地適正化計画における都市機能誘導区域外の居住誘導区域のため、本地で一定規模以上の誘導施設の開

、建築行為を行 う場合には千葉市に届出が必要である。
。本地は、千葉市ハザー ドマップにおいて、洪水・高潮浸水想定区域 (水防法に基づくもの)に該当していない。
。地下埋設物調査 (ポーリング調査)の結果、本物件においては、特段支障となるものは埋設されていなかつた。
・ライフライン埋設状況調査の結果、本地 (地番2-29)に おいては、第二者使用のライフラインは確認されなかつた
、公衆用道路部分においては、本地及び共有者使用のライフライン及び不使用の水道管及び排水管が埋設されてい

る。
。本地の北東方市道には、地中ケープルが埋設されているため、道路を掘削する場合は、NTTと 事前協議が必要で
ある。

法令に基づく諧条件についての調査確■を行つてください.なお、物件日書は、売買契約書の添付書類となります.

調      書
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※ 現在の周辺状況と異なる場合があります。
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千葉県千葉市稲毛区黒砂台卜2-29外 1筆

単位 :メ ー トル
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物件番号    0019

※ 工作物や樹木の越境等については、極力概要図に記載しておりますが、現況と相違している場合、現況が優先します。
物件は、現状有姿の引渡Lと なりますので、必ず入札参加者ご自身において現地等の調査確認を行つてください。
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